
明治時代の夏休みは何日くらい？ 

磐田市内の小中学校でも７月下旬から夏季休業期間（夏休み）に入りました。旧見付学校にも小

学生やお子さんを連れたご家族の姿が多くみられるようになりました。 

さて、学校制度が始まった明治時代に夏休みはどのくらいあったのでしょう。明治 15 年の学校

規則に「休業定日 日曜日、大祭日、祝日、矢奈比売神社祭自十月二十二日至十月二十三日、国玉

神社祭自七月二日至四日、暑中休業三週間、定期試験後五日間、冬期休業自十二月二十五日至一月

十日」とあります。夏休みは３週間だったのです。その後、明治 25 年の県の通達には「夏休みは

4 週間以内」、明治 34 年の県の通達には「８月１日から８月 30 日」との記載があります。最近の

夏休みの日数は約ひと月ですから、明治の終わりごろとあまり変わりませんね。 

ちなみに今の小学校の４月１日始業３月 31 日終業は明治 25 年の県小学校規則に定められてか

らです。明治６年は、1月８日始業 12 月 27 日終業、明治 14 年は 1月８日始業 12 月 28 日終業、

明治 19 年は３月 1日始業２月 28 日終業でした。 

あそびの広場で昔遊びを楽しみませんか 
 ７月から土曜・日曜日に昔の遊びができる「あそびの広

場」を用意してお待ちしております。学校前の広場で「水鉄

砲」「竹トンボ」「竹馬」など、小さなお子さんもお父さんや

お母さんと一緒に楽しく遊べます。夏休み期間中も行ってい

ます。手指消毒も用意しています。旧見付学校にぜひお越し

ください。 
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（休館日：月曜、祝日の翌日、年末年始） 

８月の休館日： ２日、１０日、１６日、２３日、３０日 

9月の休館日： 6 日、13日、21日、24日、27日 


